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南海トラフ地震等の情報及び大地震発生に伴う対応について 

 

南海トラフ地震等の情報及び大地震発生に伴う学校の対応については、下記の通りです。ご理解ご協力を

お願いします。なお、必要に応じて配信メール等による緊急連絡を行いますのでご了解ください。 

 

記 

 

１．「南海トラフ地震臨時情報」が出された場合・・・・学校は通常通りに行います。 

 

【参考】～南海トラフ地震臨時情報発表までの流れ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在は、「東海地震予知情報」や「東海地震注意情報」は廃止され、「南海トラフ

地震臨時情報」の発表によって、南海トラフ全域を対象に地震発生の可能性の高ま

りについて気象庁から発表される形に変更されています。 

  「南海トラフ地震臨時情報」は、南海トラフの観測状況によって「巨大地震警戒」

や「巨大地震注意」という形で発表されます。 

「巨大地震警戒」が出された場合、「地震が発生した時に津波からの避難が明

らかに間に合わない地域（津波到達による事前避難対象地域）の住民は事前に避

難する」こととされ、「巨大地震注意」が出された場合は、「日頃からの備えを再確

認し、必要に応じて自主的に避難する」「避難場所や家具の固定を確かめるなど、

日頃からの備えを再確認する」こととされています。 

亀山市の場合、津波到達による事前避難対象地域はありません。従いまして、上

記の「南海トラフ地震臨時情報」が出されても、学校は即時に休校等の措置はとら

ず、通常通りとなります。（ただし、状況によっては、休校や学校待機、引き渡し等の

措置が生じる場合もあることはご承知おきください。） 

【学校では・・・】 
・南海トラフ地震臨時情報の発

表内容や今後の対応等につい

て教職員で共有します。 

・校内の施設、設備、通学路の安

全点検や備蓄品等の確認を行

います。 

・児童に、地震発生時の行動や避

難経路、避難場所の確認、家庭

との連絡手段等の避難行動の

確認を行います。 

保存版【家庭掲示用】 



２ 大地震が発生した場合の児童等の安全対策については、原則として次のとおり

取り扱うものとします。 

 

大地震（震度５強以上）が発生した場合   

（１）始業前に発生した場合・在宅時の場合 

① 児童は、登校しません。自宅待機です。   

② 地震による被害が少なく、その後、通学路等の安全が確認され、当日の授業が可能な場合には、午後

１時４０分より授業を行います。ただし、学校給食は中止としますので、昼食をとってから登校させ

てください。 

③ 午後０時（正午）を過ぎても安全が確認されないときは、当日の授業を中止します。  

 

（２）登下校中に発生した場合 

① 保護者や地域の方々と連絡をとりながら、学校職員もパトロール等を行い、状況を把握して児童の安

全確保に努めます。 

② 登下校中の場所や避難した場所によっては学校や避難場所で待機させ、保護者確認のもと、お子様

を引き渡します。 

 

（３）始業後に発生した場合 

① 校庭等の安全な場所に児童を避難させ、安全の確認をします。 

② 教育委員会等関係機関と連絡を取り、情報収集に努めるとともに、状況に応じて保護者に連絡を取り、

お子様を引き渡します。 

③ 地震の被害が少なく、安全が確認されて授業継続が可能な場合は授業を行います。 

④ 授業後通学路の安全確認の上、下校させます。 

 

＜備考＞ 

① 加太小学校は学校規模や下加太地区の登下校バスの利用、センター給食方式などの関係から、他の学

校と異なる対応をとる場合があります。あらかじめご了解ください。 

② 登校途中で地震が発生した際の、安全確保の方法や近くの避難場所の確認など平素からよく話し合い

をしておいてください。  

 


